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保
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昭
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二
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年
法
律
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百
四
十
四
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十
九
条
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中
国
残
留
邦
人
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の
円
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。
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指
定
年
月
日

お
お
し
ろ
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ

ニ
ッ
ク

多
賀
城
市
大
代
五
丁
目
四
番
三
号

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

森
消
化
器
内
科
外
科

石
巻
市
新
橋
五
番
三
十
三
号

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

や
す
だ
耳
鼻
咽
喉
科
・
ア
レ

ル
ギ
ー
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
駅
西
一
丁
目
四
番
地
七

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
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五
日
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称

所　
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止
年
月
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富
胃
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科
内
科

富
谷
市
日
吉
台
二
丁
目
三
十
四－

一

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

や
す
だ
耳
鼻
咽
喉
科
・
ア
レ

ル
ギ
ー
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
駅
西
一
丁
目
四
番
地
七

平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一

日

森
消
化
器
内
科
外
科

石
巻
市
新
橋
五
番
三
十
三
号

平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
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二
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中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
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住
帰
国
し
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残
留
邦
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及
び
特
定
配
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者
の
自
立
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援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
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し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
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一
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一
月
二
十
五
日
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称
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月
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歯
科
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園
五
丁
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十
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平
成
三
十
年
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月
十
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五
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す
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四
十
九
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中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
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促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
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規
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よ
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相
澤　

一
孝

あ
い
ざ
わ
接
骨
院

名
取
市
大
手
町
六
丁
目
三－

一

平
成
三
十
年
十

二
月
十
三
日

髙
橋
祐
二
朗

ク
レ
ー
ン
整
骨
院
岩
沼
中
央

店

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
二
十
二
号

平
成
三
十
年
十

二
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
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第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
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中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場

合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
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か
ら
次
の
と
お
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指
定
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辞
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あ
っ
た
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又
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術
所
の
所
在
地

辞
退
年
月
日

松
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濃

ク
レ
ー
ン
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骨
院
岩
沼
中
央

店

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
二
十
二
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平
成
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月
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日

〇
宮
城
県
告
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険
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四
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一
条
第
一
項
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ー
ビ
ス
事
業
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し
た
。
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看
護

介
護
保
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事
業
所
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号

事
業
所
の
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称
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び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
六
〇
八
九
〇
〇
二
三

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
金
上

角
田
市
角
田
字
中
島
上
百
八
十

三

医
療
法
人
金
上
仁
友
会

平
成
三
十
年
十

一
月
一
日

二　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
七
〇
一
二
〇
二

さ
ふ
ら
ん
フ
ィ
ッ
ト
名
取

名
取
市
下
余
田
字
鹿
島
十

株
式
会
社
バ
イ
タ
ル
ケ
ア

平
成
三
十
年
十

一
月
一
日

三　

福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
九
八
七

有
限
会
社
二
宮
調
剤
薬
局
メ
デ

ィ
カ
ル
部

石
巻
市
住
吉
町
一
丁
目
一
番
六

号

有
限
会
社
二
宮
調
剤
薬
局

平
成
三
十
年
十

一
月
一
日

四　

特
定
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
九
八
七

有
限
会
社
二
宮
調
剤
薬
局
メ
デ

ィ
カ
ル
部

石
巻
市
住
吉
町
一
丁
目
一
番
六

号

有
限
会
社
二
宮
調
剤
薬
局

平
成
三
十
年
十

一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
五
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
六
〇
八
九
〇
〇
二
三

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
金
上

角
田
市
角
田
字
中
島
上
百
八
十

三

医
療
法
人
金
上
仁
友
会

平
成
三
十
年
十

一
月
一
日

二　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
九
八
七

有
限
会
社
二
宮
調
剤
薬
局
メ
デ

ィ
カ
ル
部

石
巻
市
住
吉
町
一
丁
目
一
番
六

号

有
限
会
社
二
宮
調
剤
薬
局

平
成
三
十
年
十

一
月
一
日

三　

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
二
九
八
七

有
限
会
社
二
宮
調
剤
薬
局
メ
デ

ィ
カ
ル
部

石
巻
市
住
吉
町
一
丁
目
一
番
六

号

有
限
会
社
二
宮
調
剤
薬
局

平
成
三
十
年
十

一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
六
号

　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
を
辞

退
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
一
一
五
一
〇
〇
二
七

大
崎
市
民
病
院
鹿
島
台
分
院

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
東
要
害

二
十
番
地

大
崎
市

平
成
三
十
年
九

月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
七
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
〇
七
〇
〇
四
〇
六

み
い
ん
な
な
か
よ
し　

も
り
せ
き
の
し
た

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た

五
丁
目
三
十
一
番
四
号

－

Ｄ
棟

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
み
い

ん
な
な
か
よ
し

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
八
号

　

農
地
中
間
管
理
機
構
公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
八
日
ま
で
、
次
の
と

お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
一
日

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
九
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
十
一
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
30年
11月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分
　
　
　
　
　
　
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

協
同
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー

ル
工
業
株
式
会
社
石
巻

事
業
所

石
巻
市

同
左

魚
粉

65％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

H
30.８

重
　
金
　
属
－
カ
ド
ミ
ウ
ム
，
鉛
，
水
銀

無

太
協
物
産
株
式
会
社
長

浜
事
業
所

石
巻
市

同
左

魚
粉

60％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

H
30.10

重
　
金
　
属
－
カ
ド
ミ
ウ
ム
，
鉛
，
水
銀

無

株
式
会
社
稲
井
塩
釜
工

場塩
釜
市

同
左

魚
粉

60％
イ
ナ
ホ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー

ル
H
30.11

重
　
金
　
属
－
カ
ド
ミ
ウ
ム
，
鉛
，
水
銀

無

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

平
成
30年
11月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
験

項
目

違
反
の
内
容

協
同
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー

ル
工
業
株
式
会
社
石
巻

事
業
所

石
巻
市

同
左

65％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

H
30.８

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
，
粗
灰
分

太
協
物
産
株
式
会
社
長

浜
事
業
所

石
巻
市

同
左

60％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

H
30.10

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
，
粗
灰
分

太
協
物
産
株
式
会
社
長

浜
事
業
所

石
巻
市

同
左

太
協
ギ
ン
ザ
ケ
EP　

6P（
V
C

強
化
）

H
30.10

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
，
粗
脂
肪
，
粗
繊
維
，
粗
灰
分
，
カ
ル
シ
ウ
ム
，
り
ん

株
式
会
社
サ
イ
ボ
ク
飼

料栗
原
市

同
左

ス
タ
ー
タ
ー

H
30.11

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
，
粗
脂
肪
，
粗
繊
維
，
粗
灰
分
，
カ
ル
シ
ウ
ム
，
り
ん

株
式
会
社
稲
井
塩
釜
工

場塩
釜
市

同
左

60％
イ
ナ
ホ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー

ル
H
30.11

栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
，
粗
脂
肪
，
粗
灰
分
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〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

　
（
注
）
 　
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
区
分
の
欄
中
「
໐ 規」
と
あ
る
の
は
，
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
27条

第
１
項
，
第
29条

第
２
項
又
は
第
30条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ

と
を
示
す
。
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整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
七
ヶ
浜
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

遠
田
郡
涌
谷
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
涌
谷
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
三
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
を
次
の
と

お
り
免
許
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

　

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

免
許
年
月
日

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
六
日

二　

免
許
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

南
三
陸
町

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　

㈠　

位　

置

　
　
　
　

第
一
種
稲
淵
漁
港
区
域
内

　
　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
館
浜
二
一
二
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　

㈡　

区　

域

　
　
　

 　

次
の
各
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
④
の
地
点
を
順
次
に
結
ぶ
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
二
日
付
け
宮
城
県

（
水
整
）
指
令
第
二
十
四
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
区
域
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
六
〇
メ
ー
ト

ル
に
よ
り
決
定
）、
④
の
地
点
か
ら
⑪
の
地
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
⑪
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

 　

①
の
地
点 　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
館
浜
二
〇
三－

一
番
地
内
に
埋
設
し
た
鋲
（
北
緯
三
八
度
四
二
分
四

〇
秒
、
東
経
一
四
一
度
三
二
分
三
九
秒
）
を
基
点
Ａ
点
と
し
、
Ａ
点
か
ら
一
一
九
度
一
八
分
〇
八

秒
、
四
〇
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら　
　

四
四
度
三
九
分
二
一
秒　

七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら　

一
三
五
度
三
三
分
二
七
秒　
　

三
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら　
　
　

九
度
一
四
分
〇
九
秒　
　

三
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　

一
五
五
度
一
〇
分
三
〇
秒　

一
〇
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら　

一
三
五
度
一
〇
分
一
〇
秒　

一
三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　

二
二
五
度
一
〇
分
一
〇
秒　
　

一
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら　

三
一
五
度
一
〇
分
一
〇
秒　
　

三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら　

二
二
五
度
一
〇
分
一
一
秒　

六
六
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら　

一
三
五
度
一
〇
分
二
一
秒　
　

三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら　

二
二
五
度
一
〇
分
一
〇
秒　
　

一
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

㈢　

面　

積

　
　
　
　

一
、
四
七
三
・
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル
（
埋
立
区
域
）

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　

㈠　

位　

置

　
　
　
　

第
一
種
稲
淵
漁
港
区
域
内
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本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
館
浜
二
一
二
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　

㈡　

区　

域

　
　
　

 　

次
の
各
地
点
の
う
ち
㋑
の
地
点
か
ら
㋥
の
地
点
を
順
次
に
結
ぶ
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
二
日
付
け
宮
城
県

（
水
整
）
指
令
第
二
十
四
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
区
域
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
六
〇
メ
ー
ト

ル
に
よ
り
決
定
）、
㋥
の
地
点
か
ら
㋦
の
地
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
㋦
の
地
点
と
㋑
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

 　

㋑
の
地
点 　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
館
浜
二
〇
三－

一
番
地
内
に
埋
設
し
た
鋲
（
北
緯
三
八
度
四
二
分
四

〇
秒
、
東
経
一
四
一
度
三
二
分
三
九
秒
）
を
基
点
Ａ
点
と
し
、
Ａ
点
か
ら
一
一
九
度
一
八
分
〇
八

秒
、
四
〇
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋺
の
地
点　

㋑
の
地
点
か
ら　
　

四
四
度
三
九
分
二
一
秒　

七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋩
の
地
点　

㋺
の
地
点
か
ら　

一
三
五
度
三
三
分
二
七
秒　
　

三
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋥
の
地
点　

㋩
の
地
点
か
ら　
　
　

九
度
一
四
分
〇
九
秒　
　

三
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋭
の
地
点　

㋥
の
地
点
か
ら　
　

六
五
度
〇
九
分
〇
四
秒　

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋬
の
地
点　

㋭
の
地
点
か
ら　

一
五
五
度
〇
九
分
三
三
秒　
　

八
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋣
の
地
点　

㋬
の
地
点
か
ら　

一
三
五
度
一
〇
分
一
〇
秒　

二
二
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋠
の
地
点　

㋣
の
地
点
か
ら　

二
二
五
度
一
〇
分
一
一
秒　

八
四
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋷
の
地
点　

㋠
の
地
点
か
ら　

三
一
五
度
〇
九
分
五
〇
秒　

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋦
の
地
点　

㋷
の
地
点
か
ら　
　

四
五
度
一
〇
分
一
〇
秒　
　

五
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

㈢　

面　

積

　
　
　
　

二
、
七
九
五
・
〇
七
平
方
メ
ー
ト
ル
（
施
行
区
域
）

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

漁
港
施
設
用
地

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
女
川
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
門
脇
字
元
明
神
五
八
番
三
地
先
か
ら

同
市
雲
雀
野
町
一
丁
目
一
一
番
三
四
地
先
ま

で

前
Ａ

一
一
・
八
〜

 

三
一
・
八

二
、
一
三
〇
・
六
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

後
Ａ

一
一
・
八
〜

 

三
一
・
八

二
、
一
三
〇
・
六

　

Ｂ

一
四
・
六
〜

 

五
八
・
八

五
、
五
一
七
・
二

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
五
号

　

登
米
市
か
ら
登
米
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

登
米
市
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
六
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
新
門
脇
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

石
巻
市

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
穀
町
十
四
番
一
号

四　

換
地
処
分
の
年
月
日
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平
成
三
十
年
十
一
月
五
日


